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地方公営企業（以下「公営企業」という。）は、水

道事業、下水道事業、病院事業など、地域住民の生

活や地域の発展に不可欠なサービスを提供している。

一方で、住民ニーズの高まりや多様化、社会経済情

勢の変化等により、公営企業を取り巻く環境は大き

く変化している。

平成２０年度の府内市町村（大阪市・堺市を除く。）

が経営する公営企業の経営状況は、下水道事業や病

院事業などの２７事業が２０９億円もの不良債務・実質

収支赤字を計上し、法適用企業の２８事業が１,２５４億

円の累積欠損金を有するなど、引き続き厳しい経営

状況にある。

以下、平成２０年度決算の概況について述べる。

１　事業数（第１表－１）

平成２０年度末における公営企業数は１５１事業で、前

年度と比べ１５事業の減少となった。その内訳は、下

水道事業のうち流域下水道（８事業減）及び特定公

共下水道（１事業減）、電気事業（５事業減）、宅地

造成事業（１事業減）となっている。

なお、流域下水道については、一部事務組合の廃

止によるもので８事業減となっており、電気事業に

ついては、地方公営企業決算状況調査における取扱

いにおいて、特別会計を設置していない事業は対象

外となったため、５事業の減となっている。

２　職員数（第１表－２）

平成２０年度末において、公営企業に従事する職

員数は法適用企業８,６３３人、法非適用企業９２９人、計

９,５６２人で、前年度に比べ２６５人（２.７％）の減少と

なっている。

これを事業別に見ると、病院事業が６,１６２人（対

前年度５４人、０.９％増）と最も職員数が多く、次い

で上水道事業が１,９７２人（同７７人、３.８％減）、下水

道事業が１,１６１人（同２４９人、１７.７％減）で、この

３事業で公営企業に従事する職員全体の９７.２％を占

めている。（図－１参照）

３　決算規模（第１表－３）

決算規模は５,１８８億５９百万円で、前年度に比べて

４１３億５百万円（７.４％）減少した。

これを事業別に見ると、下水道事業が２,４１２億３０

百万円（対前年度２７８億８３百万円、１０.４％減）、上水

道事業が１,３５７億３０百万円（同６６億１５百万円、４.６％

減）、病院事業が１,２８８億円（同１８億１１百万円、１.４％

増）となっており、この３事業で全体の９７.５％を占

めている。（図－２参照）
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４　建設投資額（第１表－４）

建設投資額は７８０億６５百万円で、前年度に比べて

２９億６百万円（３.６％）減少した。

これを事業別に見ると、下水道事業が４９０億７百

万円（対前年度４４億７４百万円、８.４％減）、上水道

事業が２３８億３４百万円（同１０億８２百万円、４.８％増）、

病院事業が３１億８５百万円（同４億３百万円、１４.５％

増）となっており、この３事業で全体の９７.４％を占

めている。（図－３参照）

１　収益的収支（第２表）

平成２０年度の収益的収支（法適用企業では経常収

益・費用、法非適用企業では総収益・総費用）にお

ける収益は３,６３４億７７百万円、費用は３,３８４億８８百万

円で収支差引２４９億８９百万円の黒字となった。（前年

度は２９５億８０百万円の黒字）

これを黒字・赤字事業別で見ると、黒字事業は１１９

事業（対前年度１３事業減）で黒字額は３９６億２０百万

円（同８９億６０百万円、１８.４％減）、赤字事業は３０事

業（対前年度同数）で赤字額は１４６億３２百万円（同

４３億６９百万円、２３.０％減）となっている。

また、法適用・法非適用別では、法適用企業の収益

は２,６７８億２８百万円（対前年度２３４億８３百万円、９.６％

増）、費用は２,７５３億３７百万円（同１９２億４９百万円、

７.５％増）で、収支差引７５億９百万円の赤字（前年

度は１１７億４４百万円の赤字）となっている。

経営の状況

（年度） 
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

（億円） 

－5

－10

0

5

10（％）

その他 
下水道 
病　院 
上水道 

－4.5

－3.0
－0.7

－0.3

－3.8

0.5

企業会計 
普通会計（参考） 

16

5,457

1,328

1,348

17

5,419

1,292

1,375

190190183

18

5,211

1,271

1,321

2,5982,598

2,5712,5712,571 2,4792,479

2,598

2,479

181181181183

7.5

0.5
ー0.5

19

5,602

1,270

1,423

2,6912,6912,691

140140140

20

5,189

2,4122,412

1,357

1,288

131
218218218

－7.4

2,412

図－２　決算規模及び対前年度伸び率の推移

図－３　建設投資額の決算規模に占める割合の推移
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図－４　収益的収支における黒・赤字額の推移
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これは、上水道事業、自動車運送事業等において

７０億５８百万円の黒字を計上したものの、病院事業、

宅地造成事業等において１４５億６７百万円の赤字を計

上したことによる。

一方、法非適用企業の収益は９５６億４９百万円（対

前年度４５４億５３百万円、３２.２％減）、費用は６３１億５１

百万円（同３６６億２６百万円、３６.７％減）で収支差引

３２４億９８百万円の黒字（前年度は４１３億２４百万円の

黒字）となっている。（図－４参照）

経常収支比率（法適用企業では経常収益／経常費

用、法非適用企業では総収益／総費用）を見ると、

上水道事業は１０４.９％（前年度１０５.１％）、病院事業

は８９.７％（同８９.８％）、下水道事業は１３１.２％（同

１３６.８％）、公営企業全体では１０７.４％（同１０８.３％）

となり、前年度に比べて０.９ポイント悪化した。

（図－５参照）

２　資本的収支（第３表）

平成２０年度の資本的収支における収入総額は１,４６８

億４２百万円（対前年度５１億１８百万円、３.４％減）、支

出総額は２,１４５億５１百万円（同１４６億４１百万円、６.４％

減）で、差引６７７億９百万円の収支不足（前年度は

７７２億３２百万円の収支不足）となった。

なお、収入・支出ともに減少しているのは、公的

資金の補償金免除繰上償還の実施に伴う元金償還額

の減少と、この財源に充てる借換債発行額の減少に

よるものである。

３　一般会計繰入金（第４表）

平成２０年度の一般会計からの繰入金総額は９７６億

６５百万円で、病院事業等における繰入金の増加によ

り、前年度に比べ２３億３百万円増加したが、総収入

に占める割合は１９.１％（前年度１７.７％）となり、依

然、高い率である。

これを事業別にみると、下水道事業が７３７億４７百万

円（対前年度１３億６百万円、１.７％減）で、全体の

７５.５％を占めている。次いで病院事業が１９２億２４百万

円（同３３億４４百万円、２１.１％増）、上水道事業が１６

億６百万円（同３億５９百万円、１８.３％減）で、この

３事業で全体の９６.８％を占めている。（図－６参照）

４　不良債務（実質収支赤字）額（第５表）

平成２０年度末の不良債務・実質収支赤字の総額は

２０８億９３百万円で、前年度末に比べて６５億２３百万円

（２３.８％）減少した。これは、病院事業において公

立病院特例債（９０億１３百万円）を発行したことが主

な理由となっている。

これを事業別に見ると、法適用企業では、上水道

事業・自動車運送事業に不良債務を有する事業はな

いものの、病院事業では１６事業中６事業で３７億３百

万円（対前年度７１億２６百万円、６５.８％減）、下水道
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図－６　一般会計繰入金の推移
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事業では７事業中２事業で１５億４２百万円（同７億５５

百万円、９５.９％増）、宅地造成事業では１事業中１

事業で５８億５８百万円（同５億１百万円、７.９％減）

の不良債務を有している。

一方、法非適用企業では、下水道事業において５５

事業中１４事業で８２億８６百万円（対前年度２億６１百万

円、３.３％増）、駐車場事業では１０事業中２事業で１４

億３２百万円（同１億３８百万円、１０.６％増）、索道事業

では１事業中１事業で２９百万円（同９百万円、２４.２％

減）、宅地造成事業では５事業中１事業で４３百万円

（同４０百万円、４８.１％減）の実質収支赤字となって

いる。（図－７参照）

府内（大阪市・堺市を除く。）で平成２０年度決算に

おいて、地方公共団体の財政の健全化に関する法律

（以下「財政健全化法」という。）上の資金不足額を

生じた会計は９会計である。うち２会計は、資金不

足比率が経営健全化基準である２０％以上となってい

る。

会計別では、病院事業６会計、下水道事業２会計、

宅地造成事業１会計で資金不足額を生じており、こ

のうち、同比率が２０％以上の会計は、病院事業１会

計、宅地造成事業１会計となっている。

総務省が１０月２日付けで公表した全国の「平成２０

年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の

概要（速報）」によると、都道府県、政令市、市区町

村、一部事務組合等を含めたすべての公営企業会計

７,３４４会計のうち、資金不足額がある会計は２０２会計

である。このうち、経営健全化基準以上である会計

は６１会計となっている。

主なものでは、病院事業１０会計（全６５８会計のう

ち１.５％）、宅地造成事業１２会計（全５２９会計のうち

２.３％）観光施設事業１２会計（全３３８会計のうち３.６％）、

交通事業１０会計（全９４会計のうち１０.６％）となって

おり、これらの４事業で全体の７２.１％を占める。

なお、資金不足比率の算定においては、事業の性

質上、やむを得ない資金不足額が生じる場合がある

こと等を考慮し、将来解消が見込まれる額を資金不

足額から控除することが認められている。府内の下

水道事業では１２団体において控除されており、経営

実態を把握するためには、資金不足比率だけではな

く、実際の収支状況や将来見通しにも注意を払う必

要がある。

また、病院事業については、医療制度改革の影響

もあり、近年、全国的に医師不足や経営悪化の問題

が顕在化している。平成２０年度には、府内の病院事

業では約９０億円の公立病院特例債を発行したにも関

わらず、いまだ６会計で資金不足額が生じている。

以上、平成２０年度の府内市町村の公営企業の経営

状況を見てきたが、病院事業や下水道事業などの２７

事業が不良債務や実質収支の赤字を計上し、不良債

務や実質収支の赤字を計上していない事業について

も、一般会計からの多額の繰入金により黒字を確保

している状況がうかがえる。また、財政健全化法上

の資金不足額が生じている会計は９会計あり、その

うち２会計では経営健全化基準を超えている状況に

あり、府内の公営企業の経営状況は非常に厳しい状

況にあると言わざるを得ない。

こうした状況下においては、「常に経済性を発揮す

るとともに、その本来の目的である公共の福祉を増

まとめ

平成２０年度決算に基づく資金不足比率
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図－７　不良債務（実質収支赤字）額の推移
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進するよう運営されなければならない」という地方

公営企業法における経営の基本原則や独立採算制の

原則を再度十分に認識するとともに、公として提供

するサービスの内容やサービス供給に対する適正な

経費負担のあり方などについて一から検討し、公営

企業として本来のあるべき姿はどのようなものであ

るかを整理し、経営の抜本的な改革を進めることが

必要である。
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第１表－３　決算規模 第１表－４　建設投資額 

第１表－２　職員数 第１表－１　事業数 

第１表　事業規模の状況 
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第２表　収益的収支の状況 

 自治大阪2009.11月号  09.12.9 10:24  ページ 52



53自治大阪 ／ 2009 － 11

第３表　資本的収支の状況 

第４表　繰入金の状況 
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Ⅰ．上水道事業の現状

平成２０年度末における給水人口（用水供給事業を

除く。）は、５,３８７千人（対前年度比１,７３４人増）と

なっており、行政区域内人口に対する普及率は９９.

９％（前年度９９.９％）となっている。

年間総配水量は、６億４,８１０万m３（うち末端給水事

業６億４,３５１万m３）で前年度に比べ、１,３６７万m３（同

１,３８４万m３）、２.１％（同２.１％）の減となった。

一方、年間総有収水量は、６億１,１７３万m３（同６億

７１５万m３）で前年度に比べ、１,１０７万m３（同１,１２５万

m３）、１.８％（同１.８％）の減となった。これは、昨

年後半から急激に景気が後退したことや、節水意識

の浸透から家庭用節水機器などが普及していること

により、使用水量が減少しているためである。この

結果、有収率は９４.４％（前年度９４.１％）となった。

総収益は、１,１４３億９１百万円（対前年度３０億１百

万円、２.６％減）で、総費用は、１,０９０億１９百万円

（同２７億９２百万円、２.５％減）となり、収支差引５３億

７２百万円の黒字（前年度５５億８０百万円の黒字）とな

った。

経常収益は、１,１１８億９３百万円（対前年度３０億３７

百万円、２.６％減）となった。これは、有収水量（使

用水量）が減少したことなどが主な要因である。

また、経常費用は１,０６２億２３百万円（同２６億９０百

万円、２.５％減）となった。これは、職員給与費や

企業債現在高の減少により支払利息が減少したこと

などが主な要因である。とりわけ、支払利息につい

ては、前年度に公的資金補償金免除繰上償還が実施

された影響などにより、前年度に比べ１３億５８百万円、

１６.２％の減となった。

以上の結果、経常収支は７年連続で黒字（５３億７２

百万円）となったものの、前年度に比べ黒字額は縮

減（同３億７２百万円、６.５％減）した。

経営状況（第２表）

事業の状況（第１表）

事業別状況
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第５表　累積欠損金及び不良債務額（実質収支赤字額）の状況 
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また、累積欠損金は、８事業で２６億９２百万円（前

年度６事業、２４億２百万円）、累積欠損金比率は２.５％

（同２.２％）となった。

他会計繰入金は１６億６百万円で、前年度に比べて

３億５９百万円、１８.３％減少した。収益的収入分は９

億８９百万円で、前年度に比べて９４百万円、８.７％減

少し、資本的収入分は６億１７百万円で、前年度に比

べて２億６５百万円、３０.１％減少した。収益的収入分

の減少については、一部団体で他会計補助金が減少

したことなどが主な要因である。資本的収入分の減

少については、一部団体で水質安全対策に係る他会計

出資金が減少したことなどが主な要因である。

府内市町村上水道事業の経常収支（大阪市・堺市

を除く。）は７年連続で黒字となったものの、黒字額

は前年度に比べて縮減した。

支払利息の減少、職員給与費の抑制を図るものの、

有収水量（使用水量）の減少から、給水収益が減少

を続けているためである。

人口減少社会の到来や住民意識、生活スタイルの

変化による節水型社会への移行により、水需要の伸

びは期待できない状況にあり、景気の後退なども相

まって、むしろ今後も減少傾向が続くものと思われ

る。府内においても、有収水量は家庭用・業務用と

もに減少傾向にある。

一方で住民のニーズは益々高度化・多様化してき

ており、公営企業として一層の自立性の強化と経営

の健全化が強く求められている。今後とも住民のニ

ーズに的確に応え、良質なサービスを安定的に供給

していくためには、経営の健全化・効率化の推進が

不可欠であり、そのあり方について再点検を行い、

経営基盤の強化を図らなければならない。このため、

特に次の事項に留意した経営改善努力が必要とされ

ている。

（１）経営効率化の推進

経営効率化を推進するためには、機能的な経営

が可能となるような組織・機構の構築が必要であ

る。まずは組織・機構について全般的に見直し、

一層の定数削減を行うなどの取組が求められる。

また、業務内容についても最小費用で最大効果を

得るための方法を検討するとともに、経費の節減

に努める必要がある。

さらに、中長期的にサービスの質や業務の内容、

財政の健全化に関する目標を設定し、その目標に

即した経営を行わなければならない。そして、そ

の達成状況の管理・評価を行うとともに、今後の

水需要の動向やそれに要するコスト等を加味した

財政収支計画を策定し、効率化を促進する必要が

ある。なお、平成２１年７月には、「公営企業の経営

に当たっての留意事項について」が総務省から通

知され、各公営企業は、同通知の内容に則した

「経営計画」の策定が要請されているところであ

る。府内市町村においても、今後は同通知の趣旨

に十分に留意の上「経営計画」の策定を行い、住

民の理解と協力のもと、経営の健全化・効率化の

推進に努めることが必要である。

○職員一人当たりの営業収益

府内平均　⑳６２,５６２千円 ⑲６１,２４８千円

全国平均　　　― ⑲５９,７４３千円

（２）料金の適正化

独立採算制による事業経営を安定して進めるた

めには、適正な料金水準であることが必要である。

供給単価が給水原価を下回っている状況で、この

差額部分が赤字を発生させる要因となっている。

大阪府営水の料金改定が実施された平成１２年１０月

から平成２１年３月末までの間に、４１事業中（用水

供給事業を除く。）３３事業において料金改定（消

費税転嫁を除く。）が実施されているが、料金改定

の遅れた市町村は、供給単価と給水原価のかい離

が見受けられる状況になっている。

また、より一層の経営の効率化を前提としなが

らも、供給単価と給水原価が一定以上かい離した

場合には、適時適切に料金改定を行う必要がある。

既に料金改定を実施した団体においても、今後の

上水道事業経営の課題

他会計繰入金の状況（第３表）
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水需要の動向等を見ながら、場合によっては改め

て改定を検討していく必要性も出てくるであろう。

○供給単価　府内平均　⑳１７０.３円 ⑲１７１.２円

全国平均　　　― ⑲１７３.３円

○給水原価　府内平均　⑳１７４.５円 ⑲１７５.６円

全国平均　　　― ⑲１７４.５円

（３）適切な建設投資

施設利用率が低いことにより経営の悪化を招い

ている事業も見受けられる。建設投資計画の策定

に当たっては、従来にも増して的確な水需要予測

を行い、水道施設・整備が過剰なものになってい

ないかなどを検討の上、中・長期的な視点に立っ

て、投資規模の適正化を図ることが必要である。

○施設利用率　府内平均　⑳６２.８％ ⑲６３.４％

全国平均　　　― ⑲６１.８％

（４）情報公開の推進

住民の水道事業に対する理解を深めるためには、

中期経営計画や業績評価、さらに料金の算定方法

や経営内容等の財務会計情報について、理解・評

価しやすいよう工夫して公開・説明していくこと

が必要である。

特に経営効率化の目標や費用の削減効果につい

ては、数値化や図式化等、可視化して分かりやす

くすることが大切であり、類似団体との料金コス

ト等の比較対照情報についても積極的に公表・Ｐ

Ｒしていくことが必要である。

（５）民間的経営手法の導入等の検討

近年、公的サービスの供給方法の多様化や規制

緩和の進展、社会経済情勢の著しい変化など、公

営企業を取り巻く環境は大きく変化している。

総務省から平成１７年３月に通知された「地方公

共団体における行政改革の推進のための新たな指

針」や、前述の「公営企業の経営に当たっての留

意事項について」においては、公営企業の経営健

全化の観点から、公営企業として実施する必要性

を含め、地方独立行政法人制度、指定管理者制度

やＰＦＩ事業、民間委託等の民間的経営手法の導

入の促進が要請されている。

そのような中、平成１８年３月には「水道事業に

おける民間的経営手法の導入に関する調査研究報

告書」が、民間的経営手法の導入の検討を進める

際の基礎的参考資料としてとりまとめられた。同

報告書では、全国の水道事業における民間的経営

手法の導入の現況、従来型業務委託や指定管理者

制度、ＰＦＩ事業等の概要や課題、独立行政法人、

各制度の先進事例等について整理されている。平

成２０年４月１日現在、ＰＦＩ事業については、全

国で５事業のみが導入しており、指定管理者制度

については、全国で３事業のみが導入、独立行政

法人については、導入した事例はないが８事業が

検討中となっている。

府内市町村においては、人口急増期に整備した

施設の老朽化に伴う更新事業が急務となっている。

こうした事業には多額の資金が必要となるが、経

営効率化や資金負担の軽減といった観点からも、

ＰＦＩ事業など民間的経営手法の導入を積極的に

検討していく必要があるだろう。

（注）府内平均、全国平均は末端給水事業の数値
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第１表　上水道事業の状況 

第２表　上水道事業の経営状況 
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【参考】 

第３表　他会計繰入金の状況 
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Ⅱ　病院事業の現状

平成２０年度末における府内市立病院（大阪市・堺

市を除く１６病院）の総病床数は、前年度末と同数の

５,３４１床となっており、内訳は、一般病床が５,３０９

床、感染症病床が３２床となっている。

職員数は、看護配置基準（７対１）の見直しに伴う

増員などにより、前年度末から５４人増加し、６,１６２人

となった。また、職員１人当りの平均給与月額は前

年度から１,７８５円増加し、月額６１６,３１０円となった。

一方、料金収入（入院・外来収益）が微増となって

いるものの、職員給与費対料金収入比率は、前年度

から１.０ポイント増加し、６０.１％となっている。病

院事業は、その性質上、マンパワーの必要な住民サ

ービス事業であることから、職員給与費の負担が高

くなる傾向があり、職員配置など人的資源の適正化

は極めて重要な課題である。特に看護体制について

は、病棟部門と外来部門などの相互応援体制や非常

勤職員の活用、医師やコメディカルとの連携などに

ついて、診療報酬上の看護配置基準等も踏まえ充分

に検討する必要がある。

外来患者（年延数）は、市立松原病院が年度途中

から休診したことや医師の退職等に伴う診療科の休

止などにより、前年度に比べて１４万人（４.３％）減

少し、３０９万人となったが、患者１人１日当りの診

療収入は、２.９％上昇して９,５９８円となった。

入院患者（年延数）は、前年度に比べて４万３千

人（２.８％）減少し、１４９万１千人となった。また、

病床利用率（一般病床）は、前年度の７８.４％からさ

らに１.５ポイント低下し、７６.９％となったが、患者

１人１日当りの診療収入は、看護配置基準の見直し

による診療報酬の加算などにより、３.５％上昇して

４３,６７３円となった。

また、近年の患者数は年々減少しており、１６年度

からの推移では、外来患者（年延数）は、２０.１％、

入院患者（年延数）は、１０.５％減少している。

経常収益は、診療収入が入院収益で３億９９百万円

の増、外来収益で４億８１百万円の減と昨年度とほぼ

同水準となったが、他会計繰入金が７億７百万円増

加したことにより、１,１２９億９７百万円（対前年度９

億４８百万円・０.８％増）となった。

これに対して経常費用は、１,２５９億９７百万円（対

前年度１３億１８百万円・１.１％増）となった。これは、

医師・看護師の確保のために職員給与費が増加した

ことなどが要因となっている。

以上の結果、経常損益（経常収益－経常費用）は

１３０億３０百万円の赤字となり、４年連続１００億円を超

える赤字となっている。黒字事業数は、前年度と同

じ１事業となっており、黒字額は１億４百万円（対

前年度６８百万円減）で、赤字事業数は、１５事業とな

っており、赤字額は１３１億３４百万円（同３億２百万

円・２.４％増）となった。

累積欠損金は、全１６事業で１,１４８億５８百万円（対

前年度１２６億１１百万円・１２.３％増）を有している。

不良債務を有する事業は、１事業減少して６事業

となり、その額は３７億３百万円（対前年度７１億２６百

万円・６５.８％減）と大幅に減少した。これは、平成

２０年度に公立病院特例債を９０億１３百万円発行したこ

とによる。

他会計繰入金は１９２億２４百万円で、前年度に比べ

て３３億４４百万円（２１.１％）増加している。このうち

収益的収入分（特別利益を含む。）は、１２２億３１百万

円で前年度に比べて９億４２百万円（８.３％）増加し

た。また、資本的収入分は６９億９３百万円で前年度に

比べて、２４億２百万円（５２.３％）増加した。これ

は、主に他会計貸付金の増加によるものである。

なお、公立病院は、公民の適切な役割分担の下、

地域における必要な医療提供体制を確保する観点か

ら、公立病院における一般会計等からの繰入につい

ては、民間等医療機関の医療機能等を十分に把握し、

救急医療、災害医療、周産期医療、小児救急を含む

他会計繰入金の状況（第３表）

経営の状況（第２表）

事業の状況（第１表）
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小児医療や医師の研修・医療従事者の教育の充実な

ど地域の実情に応じた自病院の役割を明確にした上

で、負担すべき医療の範囲の考え方及び算定基準を

明らかにし、特に都市部である府内においては、地

域の実情に応じ、より限定的な範囲で行うべきであ

る。

また、公立病院は民間病院と異なり、一般会計か

らの繰入金として税金が投入されているところであ

り、住民等に対して、その正当性・合理性を説明す

る責任があり、適切な運用を図ることが求められる。

（１）公立病院改革の必要性

府内市立病院の経営状況は、診療報酬のマイナ

ス改定や医師不足問題などから、２０年度決算で経

常損失を計上している病院は、１６病院中１５病院と

なっている。また、経常損失の額も１６年度の９４億

円から１３０億円と約４割増加している。

このような状況のなか、「財政健全化法」の施行

により、これまで以上に病院事業に対し厳しい目

が向けられ、独立採算が原則である病院事業の運

営に当っては、民間病院等が多く集積する地域の

医療状況を十分に把握し、公立病院としての役割

を見直し、自病院では何が必要かを明確にした上

で、将来にわたって安定した病院経営と地域にお

ける必要な医療サービスの提供を確保することが

必要である。

（２）公立病院改革プランの策定

こうした厳しい状況のなかにあっても、地域医

療の重要な役割を果たしている公立病院にあって

は、住民に必要なサービスを安定して提供できる

よう、改革に取組む必要がある。

そのため、国においては、公立病院改革ガイド

ラインを作成し、「経営効率化」「再編・ネットワ

ーク」「経営形態の見直し」の３つの視点からの取

組を求めている。また、その取組に対して、改革

プランの策定に要する経費や不良債務等の一部を

長期債務に振り替える公立病院特例債の発行など

の財政措置が講じられることとなった。

府としても、府内における病院改革プランの策

定を支援するため、「大阪府公立病院等のあり方懇

談会」を設置し、改革の柱である「経営の効率化」

「再編・ネットワーク化」「経営形態の見直し」の

３つの視点を重点的に検討し、平成２０年１０月に

「公立病院改革に関する指針」を取りまとめたとこ

ろである。

こうした国・府の動きをうけ、府内の病院事業

を設置する１６市において、公立病院改革プランが

策定された。その内容としては、すべての病院で

経常収支の黒字化の目標年度が設定され、再編・

ネットワーク化や経営形態の見直しについても、

一定の検討・取りまとめを行うこととされたとこ

ろである。

（３）まとめ

公立病院は、救急医療や小児医療などの地域医

療を支える重要な役割を果たしている。しかしな

がら、その経営状況は非常に厳しい状況となって

おり、このままでは、経営が成り立たない、行き

詰るという状況に陥ってしまうおそれがある。今

後とも、住民に対してより良質な医療サービスを

効率的に提供し、その期待に応えていくためには、

昨年度策定した公立病院改革プランに示した取組

を着実に推進し、常に危機感を持って、周りの環

境変化に柔軟に対応しながら、改革を進めていく

ことが必要である。

公立病院改革について
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Ⅲ　下水道事業の現状

平成２０年度末における下水道事業数は６２事業であ

り、流域下水道事業の８組合及び東大阪市の特定公

共下水道事業が廃止したことにより、前年度と比べ

９事業の減少となっている。また、豊中市の２事業

（公共下水道・流域下水道事業）が公営企業法全部適

用事業に、東大阪市の１事業（公共下水道事業）が

財務適用事業に移行している。

なお、平成２１年度から池田市の２事業（公共下水

道・特定環境保全公共下水道事業）及び四條畷市の

２事業（公共下水道・特定環境保全公共下水道事業）

が公営企業法全部適用事業に移行している。これに

伴い、池田市、四條畷市の平成２０年度決算は、３月

３１日をもって打ち切り決算となっている。

平成２０年度末における現在処理区域内人口は

４,７３２,７８７人（前年度４,６９０,４５３人、０.９％増）、現在

処理区域面積は５３,３９５ｈａ（前年度５２,０９３ｈａ、２.５％

増）、行政区域内人口に対する普及率は８７.８％（前年

度８６.９％）となっている。

（１）収益的収支の状況

平成２０年度における法適用企業の総収益は３６９

億６５百万円（対前年度２９２億４５百万円、３７８.８％

増）、総費用は３６９億２百万円（対前年度２８６億３８

百万円、３４６.５％増）で、総収益から総費用を差

し引いた純損益は６３百万円の黒字（対前年度６億

７百万円、１１１.６％増）となっている。うち特別

利益及び特別損失を控除した経常損益は４０百万円

の黒字（対前年度５億６９百万円、１０７.６％増）、当

年度未処理欠損金は６億８４百万円（対前年度１億

７７百万円　３４.９％減）となっている。

次に、法非適用企業における総収益は９１０億３７

百万円（対前年度４４０億３５百万円、３２.６％減）、総

費用は６０６億３９百万円（対前年度３５４億８７百万円、

３６.９％減）で、差し引き３０３億９９百万円の黒字

（対前年度８５億４８百万円、２１.９％減）となってい

る。

法適用・非適用とも前年度に比べ大きく収支が

増減しているのは、豊中市及び東大阪市が法適用

に移行しているためである。下水道事業全体で前

年度と比べると、収益では、料金改定の実施等に

より使用料収入が６億８９百万円（１.１％）の増、費

用では、前年度からの公的資金補償金免除繰上償

還の実施効果等により、地方債利息が３８億２４百万

円（８.５％）の減となっている。

（２）資本的収支の状況

法適用企業の資本的収入は１６８億４３百万円（対前

年度１１２億３１百万円、２００.２％増）、資本的支出は

３００億１９百万円（対前年度２０７億３６百万円、２２３.４％

増）で、差し引き１３１億７７百万円の赤字（対前年

度９５億５百万円、２５８.９％増）となっている。

次に、法非適用企業の資本的収入は８７２億６５百

万円（対前年度２８５億６８百万円、２４.７％減）、資本

的支出は１,１７２億２９百万円（対前年度３２６億６８百万

円、２１.８％減）で、差し引き２９９億６５百万円の赤

字（対前年度４０億９９百万円、１２.０％減）となって

いる。

法適用・非適用とも前年度に比べ大きく収支が

増減しているのは、豊中市及び東大阪市が法適用

に移行しているためである。下水道事業全体では、

前年度と比べ、建設事業の抑制や公的資金補償金

免除繰上償還（に伴う借換）の減少により、地方

債が１５８億３３百万円（１８.０％）の減、建設改良費

が４４億７４百万円（８.４％）の減、地方債償還金が

７０億３５百万円（６.７％）の減となっている。

（３）実質収支及び経費回収率の状況

平成２０年度の法適用企業については、１５億４２百

万円の不良債務（実質赤字）が発生している。

また、法非適用企業については、収益的収支と

資本的収支の再差し引きが４億３４百万円の黒字と

なっているが、前年度繰上充用金等を差し引いた

実質収支は６７億８２百万円の赤字（対前年度６０億１８

百万円、７８８.３％増）となっている。なお、前年

度の実質赤字７億６３百万円から大幅に悪化してい

るのは、豊中市及び東大阪市が平成２０年４月１日

経営状況（第２表、第３表）

事業の状況（第１表）
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より法適用に移行しているためである。また、前

年度の決算において２市及び流域下水８組合の収

支を除いた実質収支は、７２億１９百万円の赤字であ

り、それと比較すると約４億３７百万円の改善とな

っている。

実質収支において黒字を生じた法非適用企業は

４１事業（前年度と比べて１１事業減）で、その額は

１５億４百万円（対前年度５７億５７百万円、７９.３％

減）、赤字を生じた事業は１４事業（前年度と比べ

て１事業増）で、その額は８２億８６百万円（対前年

度２億６１百万円、３.３％増）となっている。

なお、処理原価（汚水処理費を年間総有収水量

で除したもの）は１４１.４円／m３（維持管理費５５.５

円／m３、資本費８６.０円／m３）、使用料単価（使用

料収入を年間総有収水量で除したもの）は１２２.８

円／m３で、経費回収率は８６.８％（前年度８６.６％）

となっている。独立採算による経営を成立させる

ためには、経費回収率が１００％以上であることが

必要とされるが、平成２０年度においても一定の改

善がみられるものの、依然、経費回収率１００％に

は程遠い状況にある。

下水道事業会計に対する他会計（一般会計）から

の繰入金は、収益的収入への繰入金が５７２億３７百万

円（対前年度１億４６百万円、０.３％増）、資本的収入

への繰入金が１６５億１０百万円（対前年度１４億５２百万

円、８.１％減）、合計７３７億４７百万円（対前年度１３億

６百万円、１.７％減）となっている。

これを基準内外別に見ると、繰出基準に基づくも

のは収益的収入分で５２５億４７百万円、資本的収入分

で８２億７７百万円、合計６０８億２４百万円となっている。

一方、繰出基準に基づかないものは収益的収入分で

４６億９０百万円、資本的収入分で８２億３４百万円、合計

では１２９億２３百万円となっており、前年度と比べる

と減少しているが依然多額であり、一般会計の財政

運営を圧迫している。

（１）使用料の適正化

府内市町村の経費回収率（汚水処理費のうち使

用料により回収されている割合）は、平均で８６.８％

であり、残りは他会計からの繰入金により賄われ

ている状況である。使用料（公共）を全国平均と

比較しても一般家庭用２０m３あたりの単価が６３０円

程度低い設定となっているにもかかわらず、近隣

市町村との横並びに重きを置いた使用料設定方針

をとっている団体も見受けられる。しかし、各市

町村の地域的条件、事業の実施時期、使用者の分

散度等は様々であり、使用料の対象経費や汚水量

も異なることから、本来、その団体の経営状況に

応じた使用料水準があるはずである。

汚水処理原価を使用料で賄えていない市町村に

あっては、使用料を適切な水準に引上げる必要が

ある。

公営企業として経営する以上は、一般会計との

経費負担区分の原則を前提として、経営状況及び

料金対象経費を的確に把握し、経営の合理化、料

金水準の適正化等による独立採算制が義務付けら

れている。近年になって下水道整備に着手したた

め普及率が低く、独立採算による経営が難しい事

業も存在するが、少なくとも、使用料水準の意思

決定過程においては、①建設時に発行した起債の

支払利息と元金をどの程度料金算定の対象に入れ

るか②使用料と汚水処理コストのバランスをどの

ように考慮するか等についてきっちりとした議論

がなされた上で料金水準が設定されなければなら

ない。

また、料金改定の実施の有無にかかわらず、一

定期間ごとに料金水準の見直しを行うことも必要

である。

さらに、こうした料金設定の考え方について、

広報紙や説明会等を通じて住民に対し広く情報公

開し、説明責任を果たすことが必要である。そう

することによって、使用料改定に対するコンセン

サスが得られやすくなると考えられる。

なお、使用料改定以前に、水洗化率の向上や使

下水道事業経営の課題

他会計繰入金の状況（第４表）
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用料及び受益者負担金の滞納対策に取り組み、受

益者間の公平性の確保に努めることが必要な点は

言うまでもない。

○使用料（家庭用２０m３）

府内平均　⑳１,８８７円 ⑲１,８６７円

全国平均　　　－ ⑲２,５１９円

○使用料単価

府内平均　⑳１２２.８円／m３ ⑲１２０.４円／m３

全国平均　　　－ ⑲１３３.７円／m３

○処理原価

府内平均　⑳１４１.４円／m３ ⑲１３９.０円／m３

全国平均　　　－ ⑲１６４.６円／m３

○経費回収率

府内平均　⑳８６.８％ ⑲８６.６％

全国平均　　　－ ⑲８１.２％

※府内平均＝大阪市・堺市を除く、公共下水道

事業（泉北環境含む。）

全国平均＝公共下水道事業

※処理原価は、借換債及び資本費平準化債の発

行による収入で償還した元利償還金を除いて

いる。

（２）維持管理コストの見直し

維持管理費は日常の下水道施設の維持管理に要

する経費であり、具体的には、人件費、動力費、薬

品費、施設補修費、管渠清掃費等によって構成さ

れる。

維持管理費を抑制して、住民負担を極力軽減す

るためには、組織の簡素合理化、定員管理の適正

化、業務の民間委託等を推進することにより、経

費の徹底的な抑制を図る必要がある。

特に処理原価が割高となっている団体において

は、維持管理業務のうち委託可能なものについて

は、積極的に民間への委託を推進し、下水道管理

台帳のデータベース化や保守点検、水質検査の見

直し等により、効率的な維持管理に取り組む必要

がある。

（３）計画的・効率的な事業の推進

団体の財政規模や財政状況と事業展開とのバラ

ンスが取れていない団体も一部見受けられる。下

水道事業は、長期の建設期間と多額の投資を必要

とするものであり、資本費や維持管理費等の費用

と、使用料等の収入についての的確な分析を行い、

中長期的な計画を立てた上で、投資効果を考慮し

た効率的で無駄のない事業の展開が求められる。

○下水道普及率

府内平均　⑳８７.８％　⑲８６.９％

※府内平均＝大阪市・堺市除く、公共下水道事

業（流域除く。）

○地方債残高

⑳１兆３,６８０億２３百万円

⑲１兆３,９３７億８１百万円

⑱１兆４,１０７億４０百万円

○地方債元利償還額

⑳１,３９５億３１百万円

⑲１,５０３億９０百万円

⑱１,１３４億４６百万円

（４）経費負担区分の適正化

一般会計からの繰入金の額、特に繰出基準に基

づかない繰入金については、一般会計の財政運営

に支障が生じることのないよう、経費負担区分の

明確化に努める必要がある。

平成１８年度から、繰出基準の見直し（分流式下

水道等に要する経費に対する繰出の創設）が行わ

れ、一定の使用料徴収を行ってもなお回収が困難

となる汚水処理経費について、下水道事業の公益

性や世代間の資本費格差を鑑み、基準内の繰出し

が認められている。一般会計の財政事情による基

準外繰入金の削減や汚水経費に対する繰入の見直

しにより、基準外繰入金は削減傾向にある。今後

も独立採算の原則に基づき、更なる企業努力を行

いながら、一般会計との経費負担区分について、中

長期的な計画に基づき、両者で十分に協議、調整

しなくてはならない。

○繰入金総額

（うち基準外繰入金。他会計借入金含む。）

⑳７３７億４７百万円（１２９億２３百万円）

⑲７５０億５３百万円（１３６億４１百万円）

⑱７７３億９３百万円（１６６億７９百万円）

○繰入金総額／標準財政規模

府内平均　⑳７.６％　⑲７.７％　⑱８.０％
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※府内平均＝大阪市・堺市除く。

（５）最適な処理システムの選択

下水道施設については、地域の自然的・社会的

諸条件に合致したものであるとともに、維持管理

を含め最小の費用で最大の効果が得られるよう施

設の規模、構造等のあらゆる面にわたり効率性・

経済性が追及されなければならない。今後整備を

進めていく団体にあっては、下水道や合併処理浄

化槽等の各種生活排水処理システムによる建設費

や維持管理費を含む整備コストを比較・検討し、地

域の特性に応じた整備方策を選択し、様々な下水

処理施設を複合的に活用した整備を進めていくこ

とにより、一層快適な住民生活の実現を図ること

が重要である。

以上、府内市町村における下水道事業の経営状

況を見てきたが、法非適用企業の実質赤字額が全

国（⑲決算）のおよそ４分の１を占めるとともに、

一般会計からの多額の繰入金に依存している事業

が見受けられるなど、非常に厳しい経営状況が続

いている。

また、１兆３,６８０億円もの地方債残高を抱え、そ

の元利償還金は将来の経営をさらに圧迫するもの

と予想される。

さらにこれらは、財政健全化法の指標である資

金不足比率は勿論のこと、連結実質赤字比率、実

質公債費比率及び将来負担比率を悪化させる要因

ともなる。

下水道事業も公営企業として経営する以上は、そ

の経費は、一般会計が負担すべき部分を除いて、使

用料で賄うという独立採算による経営の確保が要

請されている。この経営の基本原則を十分に再認

識し、経営の健全化を強力に推し進められたい。

なお、平成２１年７月８日付け総務省通知「公営

企業の経営に当たっての留意事項について」にお

いて、「経営計画」の策定や地方公営企業法の適用

検討の要請がなされていることに十分ご留意して

いただきたい。
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第１表　下水道事業の状況 
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第２表の２　下水道事業の経営状況（法非適用） 

第２表の１　下水道事業の経営状況（法適用） 
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○累積欠損金（法適用企業）

府内計　⑳３事業 １３億５０百万円

⑲３事業 ７億８５百万円

全国計　⑲１４７事業 ２,０４９億９９百万円

○不良債務（法適用企業）

府内計　⑳２事業 １５億４２百万円

⑲２事業 ７億８７百万円

全国計　⑲２７事業 ３１８億２６百万円

○実質赤字（法非適用企業）

府内計　⑳１４事業 ８２億８６百万円

⑲１３事業 ８０億２５百万円

全国計　⑲８２事業 ３６６億５６百万円

※府内計＝大阪市・堺市除く。

全国計＝事業数には建設中の事業除く。
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第３表　処理原価と使用料単価の状況 

第４表　他会計繰入金の状況 
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